
2025年4⽉改定

国内旅⾏

区分 料⾦

5⼈以上の団体⼿配旅⾏の場合
旅⾏費⽤総額の20％以内の費⽤
(下限は個⼈取扱料⾦の合算額)

個⼈(上記以外の場合)
旅⾏代⾦総額の20％以内の費⽤
(下限は個⼈取扱料⾦の合算額)

5⼈以上の団体⼿配旅⾏の場合 旅⾏代⾦の20％以内の費⽤

個⼈(上記以外の場合) 1名につき1,100円

5⼈以上の団体⼿配旅⾏の場合 1件につき総額の20%以内の費⽤

個⼈(上記以外の場合) 1件につき3,300円 (航空券1,700円/1区間)

ホテルパックの場合 1~4名のホテルパックの場合 1名につき3,300円

5⼈以上の団体⼿配旅⾏の場合 旅⾏費⽤総額の20％以内の費⽤

個⼈(上記以外の場合) 旅⾏費⽤総額の20％以内の費⽤

添乗サービス料⾦
添乗員料⾦１⽇あたり

(交通費/宿泊費等必要経費は別途) 1⽇あたり33,000円

国内・海外ツアー⼿配料 個⼈ 1⼈あたり1,500円

⽇程表作成
団体の場合は

旅⾏代⾦に含まれます。
1件につき1,500円

⾒積書類作成 団体の場合は
旅⾏代⾦に含まれます。

1件につき1,500円

3ルート以上など企画内容の
⼤幅な変更などがある場合。

個⼈/団体
キャンセル料なども含み、
再⾒積もりといたします。

ホテルパックの変更/取消 1~4名のホテルパックの場合 1名あたり1,100円

企画料金に相当する金額

旅行代金の20%以内

旅行代金の30%以内

旅行代金の40%以内

旅行代金の50%以内

旅行代金の100%以内

当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考

(注) 1. 団体⼿配旅⾏とは、複数の旅⾏者が代表者を決めて同⼀⾏程により旅⾏される場合をいいます。

2. お客様のご希望により、変更⼜は取消を⾏う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料の他、
上記の変更⼿続き料⾦、取消⼿続き料⾦を申し受けます。

3. 同⼀の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4.上記料⾦に消費税は含まれています。

一、取消料の金額は、契約書面に明示します。

二、本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第三項に規定する

　　「サービスの提供を受けることを開始した時」以降を言います。

企画⼿配旅⾏
取消料⾦

(1)   次項以外の受注型企画旅行契約

イ　ロからヘまでに掲げる場合以外の場合

(当社が契約書面において企画料金の金額を示した場合に限る。)

ロ　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日(日帰り旅行にあ
たっては十日目)にあたる日以降に解除する場合
(ハからヘに掲げる場合を除く。)

ハ　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に

解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)

ニ　旅行開始日の前日に解除する場合

ホ　旅行開始日の当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)

ヘ　旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

(2)   貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約

1名あたり1,100円

取消⼿続料⾦

運送機関及び施設等、
確定後の取消

個⼈/団体
1名(1件)につき1,100円(航空券1,100円)

往復、⽚道問わず

宿泊機関確定後の予約取消 個⼈/団体 1名あたり1,100円

企画⼿配料⾦

受注型企画旅⾏の場合

その他料⾦

変更⼿続料⾦

運送機関確定後の
予約/⼿配の変更

個⼈/団体
1名(1件)あたり1,100円(航空券1,100円)

往復、⽚道問わず

宿泊機関確定後の
予約/⼿配の変更

個⼈/団体

  (有)沖縄スカイ観光サービス 旅⾏業務取扱料⾦
企画・⼿配旅⾏に係る取り扱い料⾦

内容

⼿配料⾦

運送機関と宿泊機関等との
⼿配が複合した場合。

宿泊のみの場合

運送機関のみの場合
タクシー/バス/航空券など


